


イベント、棚田保全のイベントなど年間に３回のイベントを継続して開
催することにより、年間７００人以上の参加者を確保するとともに、地
域外の団体によるウォーキングやトレッキングなどの誘致に努め、更な
る交流人口の増加を図る。 
 

  ・棚田を観光資源とした地域振興 
‐蕨野地区内の棚田交流広場等の既存施設の適正な維持管理に努めると
ともに、その他来訪者等の受け入れに関する必要な取り組みを進めるこ
とで、年間３，０００人以上の誘客を目指す。 
‐カフェ等の商用施設の整備など、地元にお金が落ちる仕組みづくりを
推進する。 
 

・棚田米等を活用した六次産業化の推進 
‐地元産の農産物を活用した加工品の開発を推進する。 

 
 
３ 計画期間 
認定の月～令和７年３月 

  
 
４ 各年度において行う指定棚田地域振興活動の内容及び実施主体に関する
事項 
（１）指定棚田地域振興活動の内容 
 以下の指定棚田地域振興活動について、別添２の工程表に基づき実施するこ
ととする。 
①  棚田等の保全 
・耕作放棄の防止 
‐棚田ボランティア等を活用しながら、現状の作付け面積を維持すると
ともに、中山間等地域直接支払交付金５期対策の取組み等と併せて耕作
放棄地の拡大防止に努める。 
 

      ・担い手の確保・支援 
    ‐棚田ボランティアの拡充をはじめ、障がい者自立支援組織との連携

強化、地域おこし協力隊の制度やワーキングホリデーの活用を図るこ
とで新たな担い手の確保を目指す。また、シャワールームや休憩場所
の設置、空き家等を活用した長期滞在型の宿泊施設の整備など、受入
れ態勢の整備についても今後検討していく。 

 
   ・生産性・付加価値の向上 

 ‐機械の共同利用の促進に加え、ドローンやＩＯＴの活用といったス
マート農業に対する見識を深めるなど、農作業の省力化や効率化に向け
た取り組みを進めることで生産性の向上を図る。 
‐先人の情熱と結束力がつくりだした城壁のような石積みや大小 
２００箇所を超える横穴水路（暗渠）など、自然と一体となった素晴








